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○リーベルネットワーク会議設置要綱 

平成２４年９月２５日 

決裁 

改正 平成２５年３月２６日決裁 

（設置） 

第１条 八女地区障害者等自立支援協議会設置要綱（平成２３年２月２２日決裁。

以下「設置要綱」という。）第８条に規定する部会としてリーベルネットワーク

会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（事務局等） 

第２条 会議の事務局は、八女市市民福祉部福祉課、広川町健康福祉課及び八女地

区障害者等相談支援センター「リーベル」（以下「リーベル」という。）で構成

する。 

２ 会議の事務局に事務局長を置き、事務局を構成する団体から選出する。 

３ 事務局長は、会議を代表し、会務を総理する。 

（所掌事務） 

第３条 会議は、八女地区障害者等自立支援協議会（以下「協議会」という。）と

連携し、次に掲げる事項を取り扱う。 

（１） リーベルの運営に関すること。 

（２） 地域の障害者支援事業の課題に関すること。 

（３） 困難事例対応における方法等の協議に関すること。 

（４） 関係機関による連携の推進及び情報共有に関すること。 

（５） 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項 

（参加団体等） 

第４条 会議は、次に掲げる団体及び個人（以下「団体等」という。）のうち会議

への参加を希望するもので構成する。 

（１） 相談支援事業者 

（２） 保健・医療関係機関 

（３） 雇用関係機関 

（４） 教育関係機関 
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（５） 障害者関係団体の代表者等 

（６） 障害福祉サービス事業者 

（７） 県保健福祉環境事務所 

（８） 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める関係機関等 

（参加申請等） 

第５条 前条の団体等は、設置要綱第５条に基づく八女地区障害者等自立支援協議

会会長（以下「会長」という。）にリーベルネットワーク会議参加申請書（様式

第１号）を提出しなければならない。 

２ 前項により提出を受けた会長は、その内容を確認し、会議への参加を決定した

場合は、設置要綱第３条に規定する委員（以下「委員」という。）に周知を行い、

リーベルネットワーク会議参加決定通知書（様式第２号）により団体等に通知す

る。 

（内容の変更等） 

第６条 前条第２項により参加を認められた団体等（以下「参加者」という。）が、

その参加状況の内容を変更する場合は、会長にリーベルネットワーク会議参加状

況変更申請書（様式第３号）を提出しなければならない。 

２ 前条第２項により参加を認められた団体等が、会議への参加を辞退する場合は、

会長にリーベルネットワーク会議参加辞退届（様式第４号）を提出しなければな

らない。 

３ 前２項の申請を受けた会長は、委員にその内容の周知を行い、リーベルネット

ワーク会議参加状況変更決定通知書（様式第５号）及びリーベルネットワーク会

議参加辞退決定通知書（様式第６号）により団体等に通知する。 

（参加の取消し等） 

第７条 会長は、次の各号のいずれかに該当する団体等の参加を取り消すことがで

きる。 

（１） 団体等の役員又はその事業所を管理する者（以下「役員等」という。）

のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなるまでのものがあるとき。 

（２） 団体等の役員等のうちに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律及び児童福祉法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行
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を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのものがあるとき。 

（３） 団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律第５１条の２７及び児童福祉法第２４条の３４の規定により報告若しくは文

書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報

告をしたとき。 

（４） 団体等又はその従業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第５１条の２７及び児童福祉法第２４条の３４の規定による

質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業

者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が相

当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

（５） 団体等が障害福祉サービス事業等の指定を受けている場合において、当

該指定が取り消されたとき又はその指定の全部又は一部の効力が停止されたと

き。 

（６） 前各号に掲げる場合のほか、団体等が、社会通念上不適切な不正又は著

しく不当な行為をしたとき。 

２ 会長は、前項各号により参加を取り消す場合には、委員にその内容の周知を行

い、リーベルネットワーク会議参加取消し通知書（様式第７号）を団体等に通知

する。 

（平２５．３．２６・一部改正） 

（参加団体等名簿） 

第８条 事務局は、第５条から第７条までの規定による決定内容をリーベルネット

ワーク会議参加団体等名簿（様式第８号）により管理する。 

（報酬） 

第９条 会議の参加者の報酬は、無報酬とする。 

（会議の招集等） 

第１０条 会議は、事務局長が招集する。 

２ 事務局長は、必要があると認めるときは、会議に参加者以外の出席を求め、意

見又は説明を聴くことができる。 

（分科会） 
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第１１条 会議に、必要に応じて分科会を置くことができる。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、八女地区障害者等自立支

援協議会及び会議事務局が協議のうえ、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日決裁） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

 


